
令和８年度 

認定こども園等 

入園のしおり 
―入園のしおりについて— 

「入園のしおり」をよくご覧いただき、定められた期間内にお申込みください。 

認定こども園等の利用申込や入園後の諸手続きについても記載していますので、 

大切に保管してください。 

記載内容は令和 7 年９月現在の情報のため、記載事項が変更される場合があります。 

 

－一斉申込（一次調整）受付期間－ 

●１号認定（幼稚園・認定こども園（幼稚園部）） 

公立園：令和 7 年１０月２９日（水）～１０月３１日（金）（P１１参照） 

私立園：利用希望施設にお問合せください。 

●２号・３号認定（認定こども園（保育園部）等） 

令和 7 年１０月１５日（水）～１０月３１日（金）（P１１参照） 

※１号認定で私立園を希望される場合のみ、申込先は利用希望施設です。 

 

－申込対象者－ 

・入園希望月の 1 日現在で生後 6 か月以上の児童 

・令和 7 年度途中入園の申込をしたが、利用施設が決定していない児童 

・育児休業の期間満了等により、利用を必要とする児童 

（利用希望月：令和８年４月から令和９年３月まで） 

・令和８年４月から認定区分の変更（幼稚園部⇔保育園部）および転園が必要な在園児童 

・満３歳以上で、教育を希望する児童 

・地域型保育事業所(小規模保育事業所や家庭的保育事業所)の卒園児童 

 

高島市 子ども未来部 幼児保育課 

〒５２０－１５９２ 滋賀県高島市新旭町北畑５６５番地 

ＴＥＬ（０７４０）２５－８０３７（直通） 

 

 

 

高島市乳児等通園支援事業（高島市こども誰でも通園制度）

については、裏表紙をご覧ください。 
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メール配信サービス リアルタイム⾼島 
 

市では、スマートフォン等に様々な情報を送るメール配信サービスを 
⾏っています。 

・⼦育て⽀援情報 
・防災情報   など他にも欲しい情報を登録時にお選びください。    

                                

 
⼦育て応援アプリ はぐっとナビたかしま 

 
お⼦様の成⻑を記録でき、地域の⼦育て情報を簡単に⼿に⼊れられる    
⼦育て応援アプリです。                  

 
ＱＲコードをスマートフォン等で読み取っていただき、記載されているＵＲＬから登録⽤の 
サイトに進むと、スムーズに⼿続きができます。この機会に是⾮ご登録ください。 

目 次 

１． 申し込みの前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２． 特定教育・保育施設等やクラス編成について・・・・・・・・・・ ３ 

３． 教育・保育給付認定について・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

４． 申し込みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

● オンライン申請について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

● １号認定の一斉申込について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

● ２号・３号認定の一斉申込について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

５． 入園決定（内定）後について・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

６． 幼児教育・保育の無償化について・・・・・・・・・・・・・・１６ 

７． 転入予定の児童の申し込みについて・・・・・・・・・・・・・１７ 

８． 広域入所について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

９． 在園中の認定変更手続きについて・・・・・・・・・・・・・・１８ 

１０．延長保育等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

１１．随時申込について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

高島市内 認定こども園等サービス一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

高島市内 認定こども園等位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

園概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

よくある質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

【空メール送信用QRコード】 
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１．申し込みの前に                              

⑴令和８年度の申し込みは、令和７年１０月１５日（水）から令和８年 2 月 27 日（金）まで一斉申込（一次

～三次調整）で受付し、令和８年 3 月以降は随時申込として受付します。育児休業明けで職場復帰する等、

一斉申込（一次～三次調整）時点で令和８年度中に保育の必要性がある児童は、必ず申し込みを行うように

してください。 

⑵令和７年１０月２９日（水）から令和７年１０月３１日（金）までに行う公立園の１号認定、令和７年１０

月１５日（水）から令和７年１０月３１日（金）までに行う公立園および私立園の２号・３号認定の一斉申

込（一次調整）は、第１希望の施設の受付日に高島市役所本庁舎（新館３階）までお越しください。受付日

に都合がつかない場合は、受付期間内であれば他の受付日でも申し込みをすることができます。一斉申込（一

次調整）期間中は幼児保育課の窓口では受付しませんのでご注意ください。 

⑶１号認定の受付は、公立園と私立園で申込先や受付日が異なります。（詳しくはＰ11 をご覧ください。） 

⑷受付時に幼児保育課職員による面接は行いませんが、児童の同席は可能です。 

⑸受付は必要書類の確認等を行うため、混雑時にはお待ちいただく場合があります。 

⑹教育・保育の特色やサービス等は各施設によって異なりますので、このしおりに記載している「高島市内 認

定こども園等サービス一覧表」や「園概要」を参考にしていただき、ご不明な点は施設にご確認ください。

園概要の内容は、しおり作成時の情報のため、変更となる場合があります。 

⑺利用を希望する施設は、見学されることをお勧めします。必ず事前に見学希望施設へ連絡をしてください。

保育内容や送迎等をご確認いただき、入園の意思のある施設をご記入ください。 

⑻必要書類に不備があり、期日までに不備の解消ができない場合、入園月が希望通りにならない可能性があり

ますのでご注意ください。昨年度から変更している様式がありますので、必ず最新の様式でご準備いただき、

記入漏れがないか等、保護者自身が確認のうえ、申し込みをしてください。また、消えるペン、修正液、修

正テープ等は使用不可です。 

⑼必要書類は高島市ホームページからダウンロードできます。封筒に同封されていない必要書類は、ダウンロ

ードしていただくか幼児保育課までご連絡ください。 

⑽入園や退園は月単位です。原則、認定こども園等の入園日は毎月１日で、退園日は末日となります。月途中

の育児休業からの復帰であっても、利用希望期間の開始日は１日になります。 

⑾保育の必要性の認定を受けた２号・３号認定の児童は、保育施設利用調整にかかる指数表に基づき、保育を

必要とする優先度の高い児童から順に利用施設を決定します。保育を必要とする程度が高い場合であっても、

施設の体制や受入枠を超える申し込み等により、希望する施設に利用が決まらないことがあります。 

⑿利用希望施設の記入は、第１希望のみでも複数の施設の記入でも、利用調整において有利・不利になること

はありません。 

⒀一斉申込（一次調整）の結果は、令和７年１２月下旬に保護者あてに文書で通知します。それまでのお問い

合わせについては、回答できません。 

⒁申し込み後に内容変更が生じた場合は、必ず幼児保育課へご連絡ください。 
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２．特定教育・保育施設等やクラス編成について                  

（１）特定教育・保育施設等の種類について 

高島市には、次の特定教育・保育施設や地域型保育事業所があります。 

区分 内容 ⼊園の 
申し込み先 認定区分 

幼稚園 
（３〜５歳） 

⼩学校以降の教育の基礎をつくるための幼児
期の教育を⾏う施設です。 私⽴幼稚園 １号認定 

認
定
こ
ど
も
園 

保育園部 
（０〜５歳） 保育所と幼稚園の機能や特⻑をあわせ 

持ち、地域の⼦育て支援も⾏う施設です。 

幼児保育課 ２号認定 
３号認定 

幼稚園部 
（３〜5 歳） 

公⽴園は幼児保育課 
私⽴園は各施設 １号認定 

⼩規模保育事業所 
（０〜２歳） 

１９名以下という⼩さい規模で 
保育する施設です。 幼児保育課 ３号認定 

家庭的保育事業所 
（０〜２歳） 

５名以下という⼩さい規模で 
家庭に近い環境の中で保育する施設です。 幼児保育課 ３号認定 

※教育・保育の特色やサービス等は各施設によって異なりますので、このしおりに記載している「高島市内 認

定こども園等サービス一覧表」や「園概要」を参考にしていただき、ご不明な点は施設にご確認ください。 

 

（２）クラス編成について 

令和８年度のクラス編成は、下表のとおりです。 

ク ラ ス 生 年 月 日 

０ 歳 児 令 和 7 年 （２０２５年）４月２日 〜  

１ 歳 児 令 和 6 年 （２０２４年）４月２日 〜 令 和 7 年（２０２５年）４月１日 

２ 歳 児 令 和 5 年 （２０２３年）４月２日 〜 令 和 ６ 年（２０２４年）４月１日 

３ 歳 児 令 和 4 年 （２０２２年）４月２日 〜 令 和 ５ 年（２０２３年）４月１日 

４ 歳 児 令 和 3 年 （２０２１年）４月２日 〜 令 和 4 年（２０２２年）４月１日 

５ 歳 児 令 和 ２ 年 （２０２０年）４月２日 〜 令 和 ３ 年（２０２１年）４月１日 

※クラス年齢は令和８年４月１日現在の年齢です。 
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（３）地域別特定教育施設・保育施設等について 

各地域における特定教育・保育施設等は、次のとおりです。 

地域 
Ｍａｐ 

（Ｐ３6 
〜３9） 

施設名 
（区分） 住所 園概要 

マ
キ
ノ 

公⽴① ⾼島市⽴マキノ東こども園※１ 
（保育所型認定こども園） 

〒５２０－１８１２ 
マキノ町⻄浜３００番地１ Ｐ５０ 

公⽴② ⾼島市⽴マキノ⻄こども園※１ 
（保育所型認定こども園） 

〒５２０－１８３３ 
マキノ町蛭口１３６５番地 1 Ｐ５１ 

今
津 

私⽴① 社会福祉法⼈近江愛隣会 愛隣こども園 
（幼保連携型認定こども園） 

〒５２０－１６１３ 
今津町上弘部１２３１番地１ Ｐ４０ 

私⽴② 社会福祉法⼈のぞみ会 なないろこども園 
（幼保連携型認定こども園） 

〒５２０－１６５２ 
今津町福岡１９２６番地 Ｐ４１ 

私⽴③ 学校法⼈恵の園 今津幼稚園 
（幼稚園） 

〒５２０－１６２１ 
今津町今津１６５０番地１ Ｐ４２ 

私⽴④ 家庭的保育園 Pｅｅｋ-ａ-ｂｏｏ 
（家庭的保育事業所） 

〒５２０－１６５２ 
今津町福岡１１４５番地１３ Ｐ４３ 

朽
木 公⽴③ ⾼島市⽴朽⽊こども園 

（保育所型認定こども園） 
〒５２０－１４０１ 
朽⽊市場１１０１番地２ Ｐ５２ 

安
曇
川 

私⽴⑤ 社会福祉法⼈はこぶね会 はこぶね保育園ひかりの 
（⼩規模保育事業所） 

〒５２０－１２２１ 
安曇川町⻘柳７０５番地 1 Ｐ４４ 

私⽴⑥ 社会福祉法⼈はこぶね会 安曇川はこぶね保育園 
（幼保連携型認定こども園） 

〒５２０－１２２１ 
安曇川町⻘柳７００番地 1 Ｐ４５ 

私⽴⑦ 学校法⼈安曇川学園 中央ユニバーサルこども園 
（幼保連携型認定こども園） 

〒５２０－１２１７ 
安曇川町田中５３２番地 1 Ｐ４６ 

私⽴⑧ 学校法⼈藤波学園 藤波こども園 
（幼保連携型認定こども園） 

〒５２０－１２２３ 
安曇川町下⼩川１２０番１ Ｐ４７ 

高
島 

公⽴④ ⾼島市⽴⾼島こども園 
（保育所型認定こども園）※２ 

〒５２０－１１０２ 
野田１６３１番地 Ｐ５３ 

私⽴⑨ 社会福祉法⼈慈光会 しろふじ保育園 
（幼保連携型認定こども園） 

〒５２０－１１１２ 
永田１２３３番地１ Ｐ４８ 

新
旭 

公⽴⑤ ⾼島市⽴⼤師⼭さくら園 
（保育所型認定こども園） 

〒５２０－１５３１ 
新旭町饗庭５１３８番地 Ｐ５４ 

公⽴⑥ ⾼島市⽴静⾥なのはな園 
（保育所型認定こども園） 

〒５２０－１５１１ 
新旭町藁園２３０５番地 Ｐ５５ 

私⽴⑩ 家庭的保育園 Pｅｅｋ-ａ-ｂｏｏ 新旭 
（家庭的保育事業所） 

〒５２０－１５０１ 
新旭町旭１０４３番地１５ P４９ 

※１ マキノ東こども園とマキノ西こども園は、令和９年４月１日に統合します。 

※２ 高島こども園は令和１０年４月１日より小規模保育事業所に移行予定です。 

※  古賀保育園と今津東保育園は令和８年３月３１日で閉園します。 
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8 時間 （利⽤可能な時間帯＝保育必要量） 

11 時間 （利⽤可能な時間帯＝保育必要量） 

３．教育・保育給付認定について                        

（１）教育・保育給付認定の区分について 

子ども・子育て支援新制度では、認定こども園等を利用する場合は、市から教育・保育給付認定を受ける必

要があります。認定を受けた場合、「支給認定証」を交付します。 

認定区分 年齢 
保育
の必
要性 

保育必要量（内容） 利⽤できる施設 

教
育
標
準
時
間 

保
育
短
時
間 

保
育
標
準
時
間 

幼

稚

園 

認
定 

こ
ど
も
園 

小
規
模
保
育 

事
業
所 

家
庭
的
保
育 

事
業
所 

１号認定 満３歳以上 なし ○   ○ ○   

２号認定 満３歳以上 あり  ○ ○  ○   

３号認定 満３歳未満 あり  ○ ○  ○ ○ ○ 

※３号認定については、認定期間は最長でも満３歳の誕生日の前々日までとなりますが、市において２号認定

に変更しますので、保護者が変更申請の手続きをする必要はありません。 

 

（２）保育の必要量のイメージについて 

保育の必要量は、１号認定と２号・３号認定で異なります。 

※利用可能な時間帯とは、就労等の理由により子どもを保育できない時間に限られます。 

【教育標準時間（１号認定）】     
8︓30 14︓30 16︓30  

   

 
 教育標準時間（標準４時間） 

※公⽴は６時間 
 

 
【保育短時間（２号・３号認定）】                                 
※はこぶね保育園ひかりのと家庭的保育園Ｐｅｅｋ-ａ-ｂｏｏ、家庭的保育園Ｐｅｅｋ-ａ-ｂｏｏ新旭
は短時間認定のみです。この 3 園では延長保育を行っていません。 

7︓30 8︓30 16︓30 19︓00 
    
 
 

 原則的な保育時間（８時間）＝利⽤可能な時間帯  

 
【保育標準時間（２号・３号認定）】 
7︓30 18︓30 19︓00 
   

  原則的な保育時間（８時間）   

※保護者の勤務時間の都合等で、認定された時間を超えて教育・保育が必要な児童は、一時預かり事業（幼稚

園型）または延長保育を利用することができます。その際は料金がかかる場合があります。 

延⻑保育 

延⻑保育 

延⻑保育 

一時預かり 
(幼稚園型) 
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（３）保育の必要性について（２号・３号認定） 

２号・３号認定（保育の利用に必要な認定）を受ける児童は、次の保育を必要とする事由により有効期間や

保育の必要量を認定します。 

「友達をつくりたい」、「集団生活に慣れさせたい」等の理由だけでは、入園することはできません。 

認定期間中に保護者の働き方等が変わった場合は、その都度、教育・保育給付認定の変更申請が必要です。 

なお、保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、退園となります。 

 

 保育を必要とする事由 認定期間 保育の必要量 

１ 
就労（⽗⺟ともに月 120 時間以上） ⼩学校就学前まで 

または認める期間 保育標準時間 

就労（⽗⺟ともに月 60 時間以上でいずれかが 
月 120 時間未満） 

⼩学校就学前まで 
または認める期間 保 育 短 時 間 

２ 妊娠・出産 分娩予定月を含む前後各２か月 
（計５か月間） 保育標準時間 

３ 保護者の疾病・障がい その事由に該当しなくなるまで 保育標準時間 
保 育 短 時 間 

４ 同居の親族（⻑期間⼊院等をしている親族を 
含む。）を常時介護又は看護していること その事由に該当しなくなるまで 保育標準時間 

保 育 短 時 間 

５ 災害復旧 その事由に該当しなくなるまで 保育標準時間 

６ 求職活動（起業準備を含む。） 最⻑３か月 
※年度内に一度だけ認定可 保 育 短 時 間 

７ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む。） 保護者の卒業（修了）予定日まで 保育標準時間 
保 育 短 時 間 

８ 虐待又はＤＶのおそれがあること ⼩学校就学前まで 
または認める期間 保育標準時間 

９ 育児休業取得中に、すでに保育施設を利⽤して 
いる⼦どもがいて継続利⽤が必要であること 

育児休業期間 
（最⻑１年間） 保 育 短 時 間 

10 その他、上記に類する状態として市が認める場合 ⼩学校就学前まで 
または認める期間 

保育標準時間 
保 育 短 時 間 

※給与収入等の対価を得ない労働は、保育の必要性のある就労とはみなしません。（自営業協力者についても

同様です。） 

※保育標準時間認定を受けることができる場合でも、保護者の希望により保育短時間認定を選択することがで

きます。ただし、保育短時間認定の場合は、保育標準時間認定を選択することはできません。 

※求職活動で認定を受けた場合は、認定期間の延長はできません。期限内に就労し、就労への認定変更の手続

きが済んでいない場合は、継続して保育認定を受けることが出来ず、退園になります。 

※就学の必要量の認定は就労に準じます。 

※妊娠・出産を事由に新規入園した場合は、育児休業を取得された場合でも育児休業へ認定変更することが出

来ず、退園になります。  
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４．申し込みについて                           

（１）必要書類等について 

昨年度から変更している様式がありますので、必ず最新の様式で申し込みをしてください。申請書等は高島

市ホームページからダウンロードできます。 

 必要書類等 １号認定 ２号認定 
３号認定 

１ 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 ○ ○ 

2 保育の必要性が確認できる書類（Ｐ９参照）※発⾏から３か月以内のもの  ○ 

3 特定教育施設・保育施設利⽤申込書 ○ ○ 

4 ⺟⼦健康⼿帳（申込児童分） ○ ○ 

5 認定申請書に記載した世帯員全員分のマイナンバー確認書類 （（２）個⼈番
号（マイナンバー）と本⼈確認書類について参照） ○ ○ 

6 ⼿続きを⾏う方の本⼈確認書類 （（２）個⼈番号 （マイナンバー）と本⼈確
認書類について参照） ○ ○ 

※必要書類には、消えるペン、修正液、修正テープ等は使用しないでください。 

※離婚を前提に別居している場合であっても、原則として婚姻関係にある間は生計が同一であるものとみなし

ますので、父母それぞれの書類の提出が必要です。離婚調停中等であれば、そのことがわかる書類が必要で

す。確認できた場合は、ひとり親とみなしますので、書類は１人分で結構です。 

※転入予定で、ひとり親の場合は戸籍謄本が必要です。 

※複数の児童を同時に申し込む場合は、２、６の必要書類は 1 部で結構です。 

※上記のほかにも必要に応じて申立書等の書類の提出をお願いすることがあります。 

（２）個人番号（マイナンバー）および本人確認書類について 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、申請書には個

人番号（マイナンバー）の記入が必要です。記載した全ての個人番号につき、個人番号カード、個人番号通知

書、通知カードまたは個人番号入りの住民票の写しを持参してください（コピー可）。また、手続きを行う方の

本人確認書類も併せてお持ちください。 

マイナンバー確認書類 本⼈確認書類 

次のいずれか１つ 次のいずれか１つ 次のいずれか２つ以上 

・個⼈番号カード 
・通知カード 
・個⼈番号通知書 
・個⼈番号が記載された住⺠票の写し

または住⺠票記載事項証明書 
 

・個⼈番号カード 
・運転免許証 
・旅券（パスポート） 
・住基カード（顔写真付き） 
・在留カード 
・その他顔写真付きの公的な身分証明書 

・健康保険証 
・年⾦⼿帳 
・住基カード（顔写真なし） 
・児童扶養⼿当証書 
・特別児童扶養⼿当証書 
・その他 
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（３）オンラインにおける申請について 

 オンラインでの申請を受付します。 

下記 QR コードを読み取りいただき、高島市ホームページの案内をご確認の上、オンライン申請案内より申請

ください。なお、紙面における申請と同じ必要書類および本人確認書類が必要となります。詳しくは、P.7 を

参照ください。 

 

≪高島市ホームページ QR コード≫ 

 

 

 

 

  

 

 

≪オンライン申請における注意事項≫ 

・申請者の電話番号は、必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。 

・申込児童 1 人につき、1 回のオンライン申請が必要となります。（兄弟姉妹が同時に申し込む場合は、

1 人ずつの申し込みが必要です。） 

・オンライン申請での申込み後、世帯状況や保育が必要な状況、利用希望施設等について変更がある場合

は、速やかに幼児保育課へお問合せください。 

・申込内容に確認事項（添付書類の不鮮明も含む）があった場合は、幼児保育課から申請者へ、問合せさ

せていただきます。 
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（４）保育の必要性が確認できる書類について（２号・３号認定） 

保育を必要とする事由に応じて必要書類が異なります。父母ともに次に挙げる書類の提出が必要です。 

 保育を必要とする事由 必要書類 

１ 就労 

外勤・内職 
■就労証明書 
※保護者が記載したもの、日付等が無いものは無効です。 
■週間スケジュール表 (内職のみ) 

⾃営業・農業（中⼼者） 
■就労証明書 
■確定申告書 (市県⺠税申告書）、開業届出書、営業証明

書等事業主であることがわかる公的書類の写し 

⾃営業・農業（協⼒者） 

■就労証明書 
■専従者の記載のある確定申告書（市県⺠税申告書）、源

泉徴収票等、就労していることがわかる公的書類の写し 
 
※⾃家消費、⼿伝い等の収益を伴わない労働は対象外で

す。 

２ 妊娠・出産 ■⺟⼦健康⼿帳の写し 
（保護者の⽒名、分娩予定日の⾴） 

３ 疾病 ■診断書 
（疾病名、保育が困難な状況、期間を必ず明記） 

４ 障がい ■障害者⼿帳または介護保険被保険者証の写し 
（本⼈欄、障がい名、等級、⼿帳番号の部分） 

５ 同居の親族（⻑期間⼊院等をしている親族を 
含む。）を常時介護又は看護していること 

■診断書（疾病名、介護が必要な状況、期間等を明記）
または介護保険被保険者証の写し等 

■介護・看護の週間スケジュール表 

６ 災害復旧 ■罹災証明書等 

７ 求職活動（起業準備を含む。） ■ハローワークカード等求職活動をしていることがわか
る第三者からの証明書 

８ 就学（職業訓練校等における職業訓練を含む。） ■在学証明書、⼊学決定通知書 等 
■就学時間が確認できる書類 

９ 育児休業取得中に、すでに保育施設を利⽤して
いる⼦どもがいて継続利⽤が必要であること 

■就労証明書 
※育児休業の期間が記⼊されていないものは無効です。 

10 その他、上記に類する状態として市が認める 
場合 幼児保育課までご相談ください。 

※各必要書類が揃わなければ、保育を必要とする事由の認定ができません。 

※必要に応じて追加で書類の提出をお願いする場合があります。 

※申し込みの内容と事実が異なる場合、認定の取り消しとなる可能性があります。 
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（5）育児休業明けの申し込みについて 

年度内に育児休業から職場復帰を予定されている場合も入園申込の受付を行いますが、提出された就労証

明書の記載内容どおり復職していない場合は、認定を取り消します。原則、復職予定日が属する月からの

申し込みとなりますが、復職日がその月の１５日以前である場合は、前月からの入園を希望することもできま

す。職場や家族と充分ご相談のうえ希望月を決めてください。なお、復職日が４月１５日以前の場合は、前月

が前年度になるため、前月からの利用を希望する場合は、前年度分の申し込みも必要となります。 

育児休業の期間と就労時間を明記された就労証明書を提出してください。 

※育児短時間制度を利用する場合、育児短時間制度の勤務時間や日数により審査をする（指数をつける）場合

があります。 

（６）障がいを有する、または特別な配慮を要する児童の申し込みについて 

障がい児保育を実施していない施設もありますので、事前に児童と一緒に利用希望施設の見学をされること

をお勧めします。心身に障がいを有する場合や、心身の発達状況から特別な配慮が必要となる場合について、

児童の様子が分かる書類（母子健康手帳・障がい者手帳・普段の生活の様子がわかるもの等）の提出をお願い

する場合があります。 

（７）アレルギーをお持ちの児童の申し込みについて 

アレルギーの状況がわかる書類（診断書等）の提出をお願いする場合があります（施設によっては、診断書

の様式を定めている場合があります）。児童の状況により異なりますので、必ず利用希望施設へ事前にご相談く

ださい。特に除去食が必要な場合は、診断書（指示書）や検査結果等医師の具体的な指示に基づき、保護者と

相談しながらできる範囲で対応（除去等）しますが、対応ができない場合は、家から代替品を持参していただ

くことになります。 

（８）ステップ（ならし）保育について 

児童が無理なく集団生活に慣れていけるように、入園当初は短時間でのステップ保育を実施しています。ス

テップ保育の期間はおおむね１週間程度ですが、施設や児童の年齢によって期間が異なる場合があります。詳

しくは、利用施設にご確認ください。 

※原則、入園日より前にステップ保育をすることはできません。 

※ステップ保育期間中は、通常の保育時間より早い時間での降園となります。保護者の方は、児童の送迎や就

労時間調整のご協力をお願いします。 

（９）入所保留（待機）について 

認定こども園等では、適正な保育運営を行うため、児童の年齢ごとに受入枠を設けています。また、施設の

体制等の理由により、入園できないことがあります。利用調整の結果、希望の施設に利用が決まらなければ、

入所保留（待機）となります。その場合は、送付する「保育所入所保留通知書」に記載の保留の有効期限内で、

翌月以降も希望の施設の利用調整を行います。 

入所保留中における翌月以降の利用調整の結果は、入園できる場合のみご連絡します。 

年度内に入園できず、次年度も利用調整を希望する場合は、改めて次年度の申し込みが必要です。 

※入所保留中に世帯状況や就労状況等の変更があった場合は、必ず幼児保育課にご連絡ください。 

（10）認定区分変更または転園の申し込みについて 

次年度４月から認定区分変更（１号認定⇔２号認定）や転園を希望する場合は、Ｐ7 の必要書類を揃えて提

出してください。なお、転園が決まった場合は、年度末までに退園手続きも行ってください。転園が決まらな
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くとも、原則元の施設に戻ることはできません。また、年度内の転園はできませんのでご注意ください。 

（1１）１号認定（幼稚園・認定こども園（幼稚園部））および２号・３号認定（認定こども園（保育園部）

等）の（一次調整）一斉申込について 

 

一斉申込受付日 

受付場所：高島市役所新館 3 階 

幼稚園部 保育園部 

（1 号認定：3 歳～5 歳） 
（2 号認定：3 歳～5 歳） 

（3 号認定：0 歳～2 歳） 

公立認定こども園 

大師山さくら園  

10 月 29 日（水） 

10 月 30 日（木） 

10 月 31 日（金） 

※10 月 29 日（水）は公立園の 

1 号認定のみ受付です。 

10 月 27 日 月 

マキノ東こども園 10 月 28 日 火 

マキノ西こども園 10 月 28 日 火 

静里なのはな園 10 月 30 日 木 

朽木こども園 10 月 31 日 金 

高島こども園 10 月 31 日 金 

私立認定こども園 

中央ユニバーサルこども園  

 

各私立認定こども園にて申込 

10 月 15 日 水 

安曇川はこぶね保育園 10 月 16 日 木 

愛隣こども園 10 月 17 日 金 

しろふじ保育園 10 月 22 日 水 

なないろこども園 10 月 23 日 木 

藤波こども園 10 月 24 日 金 

私立幼稚園 

今津幼稚園 私立幼稚園にて申込  

小規模保育事業所 

はこぶね保育園ひかりの  10 月 16 日 木 

家庭的保育事業所 

家庭的保育園 Peek-a-boo  10 月 17 日 金 

家庭的保育園 Peek-a-boo 新旭  10 月 17 日 金 

【受付時間】AM  9 時００分～１１時３０分 

      PM１３時３０分～１６時００分 

※上記受付期間中、令和８年度新規入園の受付は高島市役所幼児保育課窓口で行いません。 

※公立園の１号認定の受付は、２号・３号認定の受付と同時に行うため、混雑時にはお待ちいただく場合があ

ります。あらかじめご了承ください。 

※１０月２９日（水）は公立園の幼稚園部（１号認定）のみ受付です。 

※保育園部２号・３号認定の受付時に児童の面接を行いませんが、児童の同席は可能です。 

※受付は必要書類の確認を行うため、混雑時にはお待ちいただく場合があります。あらかじめご了承ください。 

※第１希望の施設の受付日に都合がつかない場合は、他の受付日でも申し込みをすることができます。 
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⼀⻫申込（記⼊方法はＰ２2 以降参照） 
公⽴園︓⾼島市役所 本庁舎（新館３階）で幼児保育課の職員が受付します。 
私⽴園︓利⽤を希望する施設が受付します。 

入園（４月以降〜） 
●⼊園後、児童の集団生活への適応等を目的として、ステップ保育があります。⼊園時の面接の際にご相談ください。 
※ステップ保育の期間については、児童の成⻑により個⼈差があります。 

利⽤決定等通知（１２月下旬） 
●利⽤施設の決定後は、次の書類を送付します。 

公⽴園︓利⽤決定通知書および支給認定証を送付します。 
私⽴園︓支給認定証を幼児保育課より送付します。また、⼊園決定通知書は施設から送付されます。 

●⼊園決定後は、各施設で⼊園説明会が⾏われ、施設と利⽤契約をします。 

幼稚園・認定こども園（幼稚園部）の⼀⻫申込の流れ 
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●二次調整 
対 象 者︓①一次調整で⼊所保留になった児童 
対 象 者︓②令和８年 1 月３０日（⾦）までに受付をした児童 
受付場所︓⾼島市役所 幼児保育課（新館２階） 
結果通知︓令和８年 2 月下旬 
送付書類︓一次調整と同様 
対 象 者︓※①の児童は、利⽤施設が決定（内定）した場合のみ通知書を送付します。 

●三次調整 
対 象 者︓①二次調整で⼊所保留になった児童 
対 象 者︓②令和８年 2 月 27 日（⾦）までに受付をした児童 
受付場所︓⾼島市役所 幼児保育課（新館２階） 
結果通知︓令和８年 3 月中旬 
送付書類︓一次調整と同様 
対 象 者︓※①の児童は、利⽤施設が決定（内定）した場合のみ通知書を送付します。 
その他  ︓三次調整でも⼊所保留となった児童は、保留の有効期限内において、令和８年 5 月

以降も利⽤調整を⾏い、利⽤可能となった場合に保護者へ連絡します。 

 

 

 

  

●⼀次調整 
対 象 者︓令和 7 年１０月１５日（水）〜 １０月３１日（⾦）で受付をした児童  
受付場所︓⾼島市役所本庁舎（新館３階） 
結果通知︓令和７年１２月下旬 
送付書類︓ 【公 ⽴ 園 に 決 定】利⽤決定通知書および支給認定証 
通知文書︓ 【私 ⽴ 園 に 内 定】利⽤調整結果通知書および支給認定証（決定通知書は施設から送付されます。） 
通知文書︓ 【⼊所保留（待機）】保育所⼊所保留通知書および支給認定証 

入園（４月以降〜） 
利⽤（⼊園）が決定された方は、各施設で⾏われる⼊園説明会に参加していただきます。 
※４月⼊園の場合、２月頃となります。詳しくは施設にご確認ください。 

認定こども園（保育園部）等の⼀⻫申込（⼀次〜三次調整）の流れ 

決定（内定）した               決定（内定）しなかった 

決定（内定）した               決定（内定）しなかった 

決定（内定）した          



 

- 14 - 

（12）保育施設利用調整にかかる指数表について（２号・３号認定） 
≪１　基本区分≫

 1日8時間以上（月１６０時間以上） 10 10
 1日6時間以上（月１２０時間以上） 9 9
 1日4時間以上（月８０時間以上） 7 7
 1日8時間以上（月１２８時間以上） 9 9
 1日6時間以上（月９６時間以上） 8 8
 1日4時間以上（月６４時間以上） 6 6
 1日8時間以上（月１６０時間以上） 10 10

 1日6時間以上（月１２０時間以上） 9 9

 1日4時間以上（月８０時間以上） 7 7
 1日8時間以上（月１２８時間以上） 9 9
 1日6時間以上（月９６時間以上） 8 8
 1日4時間以上（月６４時間以上） 6 6

 1日8時間以上（月１６０時間以上） 9 9

 1日6時間以上（月１２０時間以上） 8 8

 1日4時間以上（月８０時間以上） 6 6

 1日8時間以上（月１２８時間以上） 8 8

 1日6時間以上（月９６時間以上） 7 7

 1日4時間以上（月６４時間以上） 5 5

3 3

 ■利⽤希望開始月から3か月以内に実績
の提出
 1.就労していることがわかるもの（出勤簿３か月
分、タイムカード３か月分、委託契約書、仕事に関する
許可証等）
 2.報酬・販売等による収入等が確認できるもの
（給与明細３か月分、通帳の給与振込ページ３か月
分、報酬内訳等）
 3.月間スケジュール3か月分

10 10

6 6

4 4

3 3

10 10

８ その他  福祉事務所が必要と認める場合 (注3)

(注1)複数の事業所で勤務されている場合は、それぞれの就労証明書と、週間スケジュール表の提出が必要となります。また指数については、市の定める規
定により判定します。
(注2)「自営業中心者」とは、自営業主である者をいう。
「自営業協⼒者」とは、「自営業中心者」に該当しない者であって、理由なく就労時間に対して妥当な給与が⽀給されていない場合や、
自家消費等の収益を伴わない労働は対象外です。
(注3)福祉事務所⻑が必要と認める場合の区分は、それぞれの状態を考慮のうえ、判定します。

(注3)

 ■在学証明書
 ■就学時間が確認できる書類　等

 ■罹災証明書等

６ 求職活動
 求職活動または起業準備を⾏っている場合  ■ハローワークカードなど求職活動をしていることがわか

る第三者からの証明書※⽤意できない場合は誓約書 求職活動または起業準備を⾏っているひとり親世帯の場合

５ 災害復旧 10 10

７ 就学  学校や職業訓練校などに通っている場合 8 8

４ 同居の親族の
介護・看護

  入院・自宅で常時臥床の看護、介護、 付き添い 10 10
 ■診断書（疾病名、介護が必要な状
  　況、期間等を明記）または介護保険
  　被保険者証の写し等
 ■介護・看護の週間スケジュール表

 ⾝体障害者⼿帳1・2級、療育⼿帳A、
 要介護度3以上の介護等 10 10

 週4日以上かつ、1日4時間以上の看護、
 介護、付き添い 6 6

 上記以外の看護、介護、付き添い

２ 妊娠・出産 10  ■⺟⼦健康⼿帳の写し
  　（保護者の氏名、分娩予定日の頁）

３ 疾病
障がい

 疾病
 入院・常時臥床・特定疾患
 精神性（６カ月以上の治療期間を要する場合）

 ■診断書
  　（疾病名、保育が困難な状況、
    期間を明記） その他の疾病

 障がい

 ⾝体障害者⼿帳1・2級、療育⼿帳A、
 精神障害者保健福祉⼿帳1・2級、要介護認定4・5 10 10  ■障害者⼿帳の写しまたは介護保険

  　被保険者証の写し
  　（本人欄、障がい名、等級、⼿帳番
  　号の部分）

 ⾝体障害者⼿帳3・4級、療育⼿帳B、
 精神障害者保健福祉⼿帳3級、要介護認定3 6 6

保育を必要とする事由
指数

必要書類父 ⺟

 ■就労証明書

 ■就労証明書
 ■週間スケジュール表等

 月16日以上

 中心者

 月20日以上  ■就労証明書
 ■確定申告書（市県⺠税申告書）、
  　開業届出書、営業証明書
　事業主であることがわかる公的書類の写し
(注2) 月16日以上

 月20日以上
 ■就労証明書
 ■専従者の記載のある確定申告書（市
県⺠税申告書）、源泉徴収票等、就労し
ていることがわかる公的書類の写し
※上記書類の提出ができない場合も、自営業就労に
関する誓約書に記載の書類が必要です。

(注2)
 月16日以上

上記以外で保育の必要性がある場合（内職等含む） 5 5

 自営業
 農業

 協⼒者

自営業就労内定

１ 就労
(注1)

 外勤

 月20日以上
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≪２　調整区分≫

≪３　優先区分≫

高い 低い
有 無
有 無
高 低
高 低

上位 下位
低 高

市内 市外

利⽤調整について

・保育を必要とする事由を考慮

・世帯の状況などを考慮

7 未就学児2人以上の世帯で、 兄弟姉妹が既に在園している認定こども園等と同一の施設を第一希望施
設としている場合（核家族）
 未就学児2人以上の世帯で、兄弟姉妹が既に在園している認定こども園等と同一の施設を第一希望施
設としている場合（祖父⺟等親族と同居している場合/世帯分離含む）

8  未就学児2人以上の世帯で、 兄弟姉妹が同じ月に同一の認定こども園等を新規に利⽤希望する場合
（核家族）
 未就学児2人以上の世帯で、兄弟姉妹が同じ月に同一の認定こども園等を新規に利⽤希望する場合
（祖父⺟等親族と同居している場合/世帯分離含む）

継続利⽤  小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童（連携施設以外を第一希望施設としている場合）

 ※保育士証の写しを添付してください
11 介護職員

 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童（連携施設を第一希望施設としている場合）

 保護者が市内の介護サービス事業所等で就労している正規介護職員である場合

10 保育士  保護者が県内の認定こども園等で就労している。または、就労をする予定の保育士である場合

未就学児3人以上の世帯で、 兄弟姉妹が既に在園している認定こども園等と同一の施設を第一希望施
設としている場合

 未就学児3人以上の世帯で、 兄弟姉妹が同じ月に同一の認定こども園等を新規に利⽤希望する場合

兄弟姉妹の状況
（同時申込）

9

13

12 看護師

3

2

1

社会的養護17

2 未就学児1人の世帯で、利⽤申込申請時点において両親が既に就労している場合就労の状況

 保護者が市内の病院等で就労している正規看護師である場合 5

5 ⼦どもが障がいを有する場合  ⼦どもが障がいを有する場合

兄弟姉妹の状況
　(在園児がいる場合）

　保育を必要とする事由により決定する「基本区分」と世帯の状況などにより決定する「調整区分」の合計指数を基に、
指数の高い児童から順に、希望する施設の空き状況を確認し、利用施設を決定します。
　なお、施設の空き状況以上に申し込みがあった場合、「基本区分」と「調整区分」の合計指数の高い児童が優先となり
ます。合計指数が同じ場合は、「優先区分」に基づき利用調整を行います。
　利用調整は、第１希望の保育施設に調整できない場合は、順に第２希望、第３希望の保育施設で調整を行います。

8

※６・・・優先順位6の基準となる所得は、令和８年８月以前の保育利⽤調整の場合は令和７年度課税所得（令和６年分所得）、９月以降
は令和８年度課税所得（令和７年分所得）を基準とします。

3
4

6
5

 父⺟の基本区分の指数のうち低い⽅を⽐較し、指数の高い児童である
 利⽤希望の順位が高い施設である
 利⽤希望月の早い児童である

7
 保育を必要とする事由等を総合的に判断

1
2

 所得が低い世帯 
 利⽤申込時点において、児童および保護者が高島市内に住所を有している

6 育児休業明け  育児休業を取得しており、復帰する場合

 ひとり親世帯で祖父⺟と別居している場合
2  ひとり親世帯で祖父⺟と同居している場合（世帯分離含む）
3 生活保護世帯  生活保護世帯（就労による自⽴⽀援につながる場合等）
4 生計中心者の失業  主として生計を維持する者の失業により、就労の必要性が高い場合

番号

優先順位

-3
-10

10

5

15

10
3
-5

指数
16
15

5
3
2

6

5

4

項目
1

ひとり親世帯

 特別な⽀援を要する家庭、ひとり親家庭である
 兄弟姉妹が既に同一の認定こども園等に在園している場合　※在園・・・幼稚園部を除く

14
親族の状況

 申込児童以外の就学前児童を保護者または祖父⺟等の親族が保育する場合
15  同一学区内で保育可能な６５歳未満の祖父⺟等の親族がいる場合

※１７、１８・・・内容により加点、減点を⾏います。

※１0、１1、１２・・・　保育士、介護職員、看護師に該当する場合は、対象児童が在園中において当該職員であること等の誓約書を提出して

16 育休延⻑  希望する認定こども園等に入所できない際に育児休業の延⻑も許容できる場合

※１３・・・　２歳児クラス以外は対象外です。

※１0・・・　保育士証に記載されている氏が旧姓の場合は、運転免許証等の氏の変更が確認できる書類を提⽰してください。
その他  その他市が定める事由18

 虐待又はＤＶのおそれがあることに該当する場合など、社会的養護が必要な場合

優先順位 項目

いただきます。

調整区分

基本区分

合計指数 調整順位 決定 施設決定

※合計指数が同じ場合は、
「優先区分」により順位決定

施設の調整

調整順位の高い児童から、希望する施設の順に
施設を決定します。
※空き状況により、⼊所保留になる場合があります。

（加点）
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５．入園決定（内定）後について                        

（１）入園の辞退について 

利用決定（内定）をしてから入園までの間に、施設を利用する必要がなくなった場合は、次の書類を支給認

定証等と併せて提出してください。 

【公立園】「教育・保育給付認定申請取り下げ申出書」および「入園辞退届」を幼児保育課に提出してください。 

【私立園】「教育・保育給付認定申請取り下げ申出書」を幼児保育課に提出してください。 

※私立園の入園辞退の手続きは施設にご確認ください。 

（２）入園月の変更について 

入園決定後の入園月の変更は、原則出来ません。ただし、入園児童の疾病等により、予定していた月の入園

がやむを得ず困難となった場合は、幼児保育課までご連絡ください。 

（３）利用施設の変更について 

利用施設の変更は出来ません。 

（４）入園までの認定内容の変更について 

【就労等で利用決定（内定）しているが、妊娠の確定を受けた場合】 

保護者の「妊娠・出産」以外の事由で保育の必要性が認定され、入園月の前々月から入園月の翌々月の５か

月間に保護者の出産があった場合は、保育の必要性を「妊娠・出産」に変更し、再度審査を行いますので、「母

子健康手帳の写し（保護者の氏名、分娩予定日の頁）」と「教育・保育給付認定変更申請書」を提出してくださ

い。 

【就労で利用決定（内定）したが、退職して求職活動を行う場合】 

入園決定（内定）を取り消しますので、入園の辞退の手続きをしてください。求職活動を行う場合は、再度

利用申込が必要です。 

（５）退園について 

必ず退園月の末日までに「退園届」を幼児保育課に提出してください。原則、退園日は末日となります。入

園後に児童の病気や保護者の里帰り出産等で１か月以上通園できない場合や、保育の必要性が確認できない場

合は退園となります。 

※詳しくは、P５9 をご確認ください。 

※市外に転出するときも同様に、退園手続きをしてください。 

※私立園を利用の方は、私立園に退園届を提出してください。提出後は取消ができないのでご注意ください。 

６．幼児教育・保育の無償化について                      

現在、国の幼児教育・保育の無償化が実施されています。利用者負担額（保育料）について対象となるのは、

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する３歳から５歳までの全ての子ども達です。また、０歳から２歳ま

での子ども達については、住民税非課税世帯が同様に無償化の対象となりますが、高島市では、国の無償化の

対象とならない子ども（０～２歳までの住民税課税世帯）の保育料も市が独自に完全無償化を行っています。 

また、給食費（主食費・副食費）についても、公立・私立を問わず施設の利用者については市の子育て施策

として補助をしています。  
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７．転入予定の児童の申し込みについて                     

申し込み時点では市外在住であっても、利用希望開始月の前月の末日（期日）までに高島市へ転入予定の児

童であれば申し込みを受付します。 

申し込みについては、市内在住者と同様に行います。ただし、期日までに高島市に住民登録をされる必要が

ありますので、誓約書に期日までに住民票を高島市に異動することの誓約を記入し、必要書類と併せて提出し

てください。 

期日までに住民登録がない場合は、入園決定（内定）を取り消します。 

※受入枠を超える申し込みの場合は利用調整を行いますが、合計指数が同じ場合は、『３ 優先区分』に基づく

ため、高島市民の申し込みを優先します（Ｐ１5 参照）。 

※誓約書は高島市ホームページからダウンロードできます。 

※郵送、ＦＡＸによる受付は行いません。オンライン申請は可能です。 

８．広域入所について                             

（１）高島市から他市町村の広域入所について 

高島市に住民登録のある児童が、保護者の勤務等の都合で高島市外の認定こども園等への入園を希望する場

合は、事前に希望する認定こども園等所在の市町村に申込締切日や必要書類等の注意点をご確認のうえ、幼児

保育課にお問い合わせください。 

高島市と認定こども園等所在の市町村との協議により入園の可否が決まります。ただし、当該市町村の事情

によって入園できない場合があります。 

 

【広域入所の流れ】 

 

 
 

（２）他市町村から高島市の広域入所について 

高島市で就労している等の理由により、高島市内の保育施設への入園を希望する場合は、住民登録のある市

町村に申し込みをします。申込書類が締切日までに高島市で受付されていることが必要になります。※申し込

み市町村での書類確認や、郵送期間もあるので早めにお手続きください。 

高島市民の利用調整後、利用希望施設に空き定員がある場合のみ、他市町村からの広域入所の利用調整を行

います（一斉申込では二次調整以降の対象となります。ただし、県内の保育施設で就労している保育士は除き

ます）。 

広域入所の利用期間は当該年度中となるため、次年度も引き続き利用を希望する場合は、毎年申し込みが必

要です。 

 

④回答

①申し込み ➁協議

③回答

⼊所希望者 高島市
保育所等所在の

市町村
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９．在園中の認定変更手続きについて                    

年度途中で、保育を必要とする事由、保育の必要量（短時間保育⇔標準時間保育）を変更する場合は、毎月

１０日までに必要書類が提出された場合に限り、翌月１日から認定の変更をします。認定区分（１号認定⇔２

号認定）を変更する場合は、変更したい月の前々月の末日までに必要書類を提出してください。（必ずしも認定

区分の変更ができるわけではありません。先に施設にご確認ください。） 

住所の変更や就労状況の変更、妊娠等その他生活に変化がありましたら幼児保育課までご相談ください。 

 

【提 出 期 限】認定変更：変更したい月の前月１０日まで（１０日が閉庁日の場合は、翌開庁日） 

認定区分変更：変更したい月の前々月の末日まで（末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日） 

【受 付 場 所】高島市役所 幼児保育課（新館２階） 

【受 付 時 間】9 時 0０分～１７時 00 分 

【必要書類等】施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書 

【必要書類等】保育の必要性が確認できる書類（変更対象保護者） 

【必要書類等】マイナンバー確認書類 

【必要書類等】交付されている支給認定証 

       手続きをされる方の本人確認書類 

※必要書類等は、Ｐ９を参照してください。 

 

 よくある事例  ※手続きには、事例で挙げている書類の他に上記の必要書類を提出してください。 

（１）求職活動を事由に新規入園したが、就労した場合 

認定期間中（最長３か月）に就労した場合は、保育を必要とする事由を変更しますので、認定期間終了月の

１０日までに就労していることを証明する「就労証明書」を提出してください。 

※求職活動での認定は同じ年度内で一度だけです。期間延長はできません。 

4 月 1 日 
求職活動による 
認定期間開始 

 6 月 10 日 
認定変更締め切り 

7 月 1 日 
就労による 

認定期間開始 
   

求職活動 就労 

※認定期間は６月末までですが、翌月からの変更の締め切りとなる６月１０日までに提出をすることで、翌月

以降も継続利用が可能となります。 

※保育必要事由が認定期間終了月の 10 日までに確認できない場合は退園になります。 

（２）就労していたが、退職して求職活動を行う場合 

保育を必要とする事由を変更しますので、「教育・保育給付認定変更申請書」を提出してください。変更申請

書の提出後、認定期間が３か月間に変更され、認定事由が「求職活動」に変わります。 

（３）妊娠・出産を事由に新規入園した場合 

母子健康手帳に記載されている分娩予定日を基準として、産前２か月・産後２か月目の月末までが「妊娠・

出産」としての認定期間となり、期間満了後は退園することになります。 
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4 月 1 日 
認定期間開始 

6 月 21 日 
分娩予定日 

8 月 31 日 
認定期間終了 

  

妊娠・出産 

（４）就労していたが、第２子以降を妊娠し、出産後に育児休業を取得する場合 

母子健康手帳の交付を受けたら、「母子健康手帳の写し」を提出してください。分娩予定日を基準として産前

２か月・産後２か月目の月末までが「妊娠・出産」としての認定期間となります。保育の必要量や認定期間が

変わるため、「教育・保育給付認定変更申請書」が必要です。 

その後、育児休業の対象となる児童が満１歳になる月の月末まで、「育児休業」として認定を受けることがで

きます。育児休業の期間を証明する「就労証明書」を提出してください。 

4 月 10 日 
認定変更締め切り 

5 月 1 日 
妊娠・出産の 
認定期間開始 

7 月 8 日 
出産予定日 

9 月 10 日 
認定変更締め切り 

10 月 1 日 
育児休業の 
認定期間開始 

            

就労 妊娠・出産 育児休業 

（５）疾病を事由に新規入園したが、引き続き事由が疾病に該当する場合 

診断書に記載の期間までを認定期間としており、引き続き事由が該当して保育が必要となる場合は、認定期

間終了月の１０日までに期間等が明記された「診断書」を提出してください。 

4 月 1 日 
疾病による 

認定期間開始 

 9 月 10 日 
認定変更締め切り 

9 月 
診断書終期 

10 月 1 日 
引き続き疾病による 

認定期間開始 
    

疾病・障害 疾病・障害 

※診断書に記載の期間が９月までの場合、認定期間は９月末までです。１０月から引き続き「疾病」で認定申

請する場合は、９月１０日までに手続きが必要です。 

（６）１号認定から２号認定への変更、または２号認定から１号認定へ認定区分を変更する場合 

保護者自身が必ず利用施設に変更が可能か事前に確認のうえ、認定の変更申請をしてください。なお、１号

認定から２号認定へ認定区分の変更をする場合は、保育の必要性が確認できる書類（Ｐ９参照）を提出してく

ださい。 

３月３１日 
 認定区分変更締め切り 

5 月 1 日 
１号認定による 
認定期間開始 

 

２号認定 １号認定 

※施設の定員等により、変更ができない場合があります。あらかじめ利用施設にご相談ください。 

（７）在園中に勤務先を変更した場合 

新たな勤務先で証明した「就労証明書」と「教育・保育給付認定申請内容変更届」を提出してください。保

育の必要量や認定期間が変わる場合は、「教育・保育給付認定変更申請書」が必要です。  
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（８）住所や保護者名等を変更した場合 

住民票の異動や戸籍を変更した場合は、「教育・保育給付認定申請内容変更届」を提出してください。世帯員

の変更も伴う転居をされた場合は、「教育・保育施設給付認定変更申請書」も必要です。 

１０．延長保育等について                           

高島市内の認定こども園等では、在園児が保護者の就労等のやむを得ない事情等で認定を受けている時間を

超えて保育を必要とする場合や未就園児が一時的に保育を必要とする場合について、以下の事業を実施してい

ます。ここで説明している時間や料金等は公立園の場合です。詳しくは施設にお問い合わせください。 

※一部対象でない施設もあります。 

（１）延長保育 

２号・３号認定の児童について、認定の保育時間を超えて延長保育を実施します。 

【公立園の場合】 

認定区分 延⻑保育の実施時間 延⻑保育料 

保 育 短 時 間 
７時３０分 〜  ８時 

３０分当たり １００円 １６時３０分 〜 １９時 
保育標準時間 １８時３０分 〜 １９時 

 

（２）一時預かり事業（幼稚園型） 

１号認定の児童について、教育標準時間を超えた時間や夏季休業日の預かりを行います。 

【公立園の場合】 

利⽤日 利⽤時間帯 一時預かり利⽤料 
平 日 １４時３０分 〜 １６時３０分 ３０分当たり １００円 

夏季休業日 
８時３０分 〜 １２時３０分 利⽤基本額 １回当たり ４００円 

１２時３０分 〜 １４時３０分 １時間当たり １００円 
１４時３０分 〜 １６時３０分 ３０分当たり １００円 

 

（３）病児保育 

入院の必要はなくても、病気のために幼稚園・認定こども園等に登園できず、保護者の就労等の理由により

家庭で保育を行うことが困難な児童を対象に保育します。 

詳しくは高島市ホームページをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。 

【お問い合わせ先】 高島市病児保育室 「おひさま」 

〒５２０－１１２１ 高島市勝野１６６７番地 高島市民病院 健診棟１階 

０８０－５７０６－９５５５（保育室専用の携帯電話です。） 

 

（４）一時預かり事業（一般型） 

未就園児がいる保護者が一時的に家庭で児童を保育できないとき、保護者の病気等の緊急時や保護者の心身

の負担を軽減するために、認定こども園等で一時的に保育します。 

詳しくは高島市ホームページをご覧いただくか、施設にお問い合わせください。  
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入所保留通知 
●利⽤調整の結果、認定こども園等のクラスに空き定員が無い場合は、⼊所保留 （待機）となり、保留通

知書および支給認定証を送付します。 
●保留の有効期限内で翌月以降も利⽤調整を⾏い、利⽤可能となった場合にのみ保護者に連絡します。 
●年度内に⼊園できなかった場合で、次年度も利⽤調整を希望する場合は、改めて次の年度の利⽤申し

込みが必要です。 

１１．随時申込について                            

一斉申込終了後に保育が必要になり申し込みされる場合は、次のとおり随時申込を受付します（一斉申込等

で待機となった児童の認定変更も含みます）。※私立の１号認定については、直接施設にお問合せください。 

【受付期間】令和８年３月２日以降随時 利用希望月の前々月の末日まで 

【受付期間】（末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日） 

【受付場所】高島市役所 幼児保育課（新館２階） 

【受付時間】9 時 0０分～１７時 00 分（窓口延長開庁日であっても、時間外の受付は行っておりません。） 

【必要書類】Ｐ７参照（一斉申込と同様です。） 

【結果通知】受付した月の翌月２０日頃に文書で発送します。 

※２・３号認定については各支所および施設では受付はできません。 

※保育の必要性が高い場合であっても、申し込み多数の場合や施設の状況により、希望された施設を利用でき

ないことがあります。  

教育・保育給付認定申請・施設利⽤申し込み（記⼊方法はＰ２２以降参照） 
●公⽴園、私⽴園とも幼児保育課の職員が受付します。 
●必要書類を確認します。P7 をご参照ください。 

利⽤調整 
●申請者の希望、認定こども園等の状況に応じ、保育の必要性の程度を踏まえ、市が利⽤調整を⾏います。 
※利⽤調整とは、市が定める「保育施設等利⽤調整にかかる指数表」に基づき、保護者の状況などに応じ保育の必要性など

から優先順位をつけ、利⽤する施設などの調整を⾏うことです。 

利⽤決定等通知 
●利⽤施設の決定（内定）後は、以下の書類を送付します。 
【公⽴園に決定】利⽤決定通知書および支給認定証 
【私⽴園に決定】利⽤調整結果通知書および支給認定証を送付 
【私⽴園に決定】（決定通知書は施設から通知） 
 

入園 
●⼊園後、児童の集団生活への適応等を目的として、ステップ保育があります。⼊園時の面接の際にご相談ください。 
※ステップ保育の期間については、児童の成⻑により個⼈差があります。 

決定（内定）した                 決定（内定）しなかった 
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●家庭状況（※該当者のみ）

●兄弟姉妹同時申込における意向確認（※該当者のみ）

●外国籍児童（※該当者のみ）

●個人情報の提供等及び、虚偽記載時の処分への同意書
次の同意事項について確認のうえ、□にレ点をチェックしてください。

☑ 申請書・利⽤申込書・調査票に記載された内容や、市役所職員が聞き取らせていただいた内容については保育に役⽴てるため、

保育の利⽤調整、保育の実施に必要な範囲内で保育施設・事業所に情報提供すること。

☑ 市が施設型給付費・地域型保育給付費等の教育・保育給付認定に必要な市町村⺠税の情報（同一世帯を含む）および

世帯情報を閲覧すること、その情報に基づき決定した利⽤者負担額について、特定教育・保育施設等に対して情報提供すること。

☑ 令和8年度の⽀給認定証の交付にあたっては申請から３０日を経過する通知になることがあること。

☑ 就労先へ就労状況を確認する場合があること。

☑ 申請事由の事実確認ができない場合や、虚偽の申告があった場合は入園決定の取り消し、もしくは退園となることがあること。

次の事項を確認のうえ、□にレ点をチェックをしてください。
☑ 入園後は、ならし保育（ステップ保育）期間があり、通常の保育時間より早い時間での降園となります。

就労開始時期・就労時間などにご注意ください。（時間や期間は各園にご確認ください。）

☑ 登園・降園時以外にも児童の体調不良などにより園から送迎をお願いすることがあります。送迎が可能な園の申込みをお願いします。

☑ 在園中に、保育必要事由に変更があった場合は、変更の⼿続きが必要になります。必ず幼児保育課へ申し出てください。

☑ 認定変更の提出期限までに、認定変更・区分変更の⼿続きがされない場合は保育必要事由が確認できないため

退園となることがあります。必ず、認定期間をご確認ください。

高島市⻑　宛て 令和 年 ○ 月 ○○ 日 保護者氏名○○ 高島　太郎

当申請における同意事項及び施設利⽤にあたっての確認事項

上記の内容について同意および確認し、記載のとおり施設型給付費・地域型保育給付費にかかる教育・保育給付認定を申請し
ます。

日本語の会話・理解等

父
□できる（話すことができる・書くことができる・読むことができる）
□少しできる（少し話すことができる・少し書くことができる・少し読むことができる）
□できない→通訳⽅法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⺟
□できる（話すことができる・書くことができる・読むことができる）
□少しできる（少し話すことができる・少し書くことができる・少し読むことができる）
□できない→通訳⽅法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

児童
□できる（話すことができる・書くことができる・読むことができる）
□少しできる（少し話すことができる・少し書くことができる・少し読むことができる）
□できない→通訳⽅法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

兄弟姉妹の同時申込
□　なし
☑　あり

※申込は別途必要

☑一部の児童だけでも入所を希望する
（入所できなかった児童の保育⽅法︓認可外保育施設を利⽤して働く。　　）
※保育必要事由に該当しない場合、入所できません。

●入所保留時の保育必要性について

入所できない場合について

□入所申込を取り下げて自宅で保育する
□育休を延⻑する
☑引き続き今年度の入所を希望する（入所までの保育内容の予定をご記入ください）
（　　認可外保育施設を利⽤する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□保育必要事由︓妊娠出産に該当する
☑直ちに、就労先に復帰する
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

⺟国語について □ベトナム語  □英語　  □ポルトガル語　□タイ語　□中国語　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生活保護 □適⽤なし　□適⽤あり

ひとり親
家庭

児童扶養⼿当 □認定あり　　　　□認定なし　　　　□申請中

事由
□離婚　　　 □死別　　　□未婚　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□別居（　　　　　　年　　　月ごろから、離婚調停︓□なし　　□あり※証明書添付）

内容をご確認のうえ、□にレ点チェックしていただき、保護者の署名をお願いします。
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【児童の生年月日】

　　　令和　○○　年　○○月　○○日

□年　□月　□週に（　　　　　　）回程度

日常的に必要な医療的ケアはありますか。　☑なし ・ □あり

その他、健康上の配慮が必要な場合は具体的に記入してください。

特になし

☑なし ・ □あり ・ □まだわからない

最後に受けた健診の情報　☑　１歳　８か月健診　令和○○年○○月○○日受診　・　□未受診

今まで受けた健診等でお⼦様の発達について特に指導を受けたことがありますか。

☑なし ・ □あり⇒ （障害名︓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等級︓　　　　）

☑なし ・ □あり⇒ （障害名︓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等級︓　　　　）

施設利⽤にあたり配慮すべきことがありましたら記入してください。

令和○○年○○月○○日

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　高島太郎

⾝体障害者⼿帳

療育⼿帳

その他

　私の⼦どもの健康状態や発達状況等について、市が⼦どもの施設利⽤のために関係機関に対し問い合わせ等されること、
併せて必要な情報を施設管理者が把握することに同意します。

※「あり」の場合
⇒（ 酸素吸入・たん吸引・経管栄養・導尿・インスリン注射・その他（　　　　　　　 　　））

アレルギー
について

※「あり」の場合
⇒□⾷物アレルギー（　　　　　　　　　　　　　　　　）　除去　□不要 ・ □必要
　□その他のアレルギー（　　　　　　　　　　　　　　）
※アレルギーによる⾷事制限が必要な場合、入園決定後、医師の診断書（生活管理指導表等）が必要です。

乳幼児健診
☑なし・□あり（「あり」の場合、その内容を具体的に記入してください）

児　童　の　健　康　状　況　調　査　票
○ご記入いただいた内容については、利⽤する施設ならびに市が関係機関において、施設における教育または
　保育に関する目的以外には使⽤しません。

児童の氏名︓　高島　⼆郎

定期的な治療・通院
について

☑なし ・ □あり⇒
傷病名

通院状況

日中に必要な薬がありますか。　☑なし ・ □あり
※「あり」の場合
⇒（薬名︓　　　　　　　　　　　　　　　　）（いつ必要か︓　　　　　　　　　　　　　　　　）
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就労（復職）に関する誓約書 
（宛先）高島市長 
下記の児童について認定こども園等の利用申込を行うにあたり、下記のとおり誓約します。 

児童氏名 高島 次郎 

生 年 月 日 令和      〇年 〇〇月 〇〇日 

就 労 開 始 年 月 日 

（ 復 職 年 月 日 ） 
〇〇〇〇年  〇月  〇〇日 

 
以下の項目について確認（☑）し、記名してください。 
 
☑ 就労証明書に記載の就労時間と日数以上で就労します。 

 

☑ 育児休業から復職する場合、就労証明書に記載の就労先で復職します。 

 

☑ 復職・内定の場合、入園月の１日から翌月１５日までの間に就労開始します。 

 

☑ 育児のための短時間制度を利用する場合は、下記の就労時間日数で復職します 

・就労日数 月間 ２０日 

・就労時間 一日  ８時間 

また、現時点で詳細が不明の場合は下記の要件を必ず満たして復職します。 

・就労証明書６に記載の、就労日数（月間   日）での復職。 

・就労時間が一日６時間以上 

  ※この条件を満たさない場合、減点になり入園決定が取り消され再度申請が必要になります。 

   

☑ 上記項目を満たさない場合は、入園決定を取り消されても異議申し立てません。また、入園後に発覚した

場合に、退園とされても異議申し立てません。 

 

以上の点について、すべて確認のうえ、了承しました。 

令和  〇年 〇〇月 〇〇日 
 

保護者  住所 高島市新旭町５６５番地       
続 柄 母 氏名 高島  花子           

この誓約書は、就労する保護者１人につき１枚必要です。父母ともに就労をしている場合は、

それぞれ１枚誓約書を自署してください。 

復職の場合、利用希望の翌月１５日までに復職となります。 

(例)令和８年4月利用希望月の場合、令和８年４月１日から 

令和８年５月１５日までの復職日を記入します。 
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 自営業就労に関する誓約書 
（宛先）高島市長 

下記の児童について認定こども園等の利用申込を行うにあたり、下記のとおり誓約します。 

児童氏名 高島 次郎 

生 年 月 日 令和        〇年 〇〇月 〇〇日 

就労開始年月日 〇〇〇〇年  〇月  〇〇日 

以下の項目について確認（☑）し、記名してください。 

 

☑ 就労証明書に記載の就労時間と日数以上で就労します。 

 

☑ 自営業中心者に従事しているため、下記の添付書類を提出します。 

確定申告書（市県民税申告書）※直近のもの 

※開業したばかり等で上記の書類が提出できない場合は、下記の書類等を提出ください。 

（ただし、書類の発行日から1年以内のもの） 

開業届出書・営業証明書・その他（               ） 

 

□ 自営業協力者に従事しているため、下記の添付書類を提出します。 

専従者の記載のある確定申告書（市県民税申告書）・源泉徴収票等、就労していることがわか

る公的書類の写し 

※自営業協力者に従事したばかり等で上記の書類が提出できない場合は、下記の書類等を提出ください。 

１.就労していることがわかるもの（出勤簿３か月分、タイムカード３か月分、委託契約書、仕事に関する許可証等） 

２.報酬・販売等による収入等が確認できるもの（給与明細３か月分、通帳の給与振込ページ３か月分、報酬内訳等） 

３.月間スケジュール３か月分 

※上記いずれの書類も用意できない場合、自営業就労内定となり指数は３点となります。 

また、利用開始希望月より３か月以内に実績の提出（同上３点）が必須です。 

提出できない場合、実態が把握できないため退園となります。 

 

☑ 自営業の実態が確認できない場合、入園決定を取り消されても異議申し立てません。また、

入園後に発覚した場合に、退園とされても異議申し立てません。 

以上の点について、すべて確認のうえ、了承しました。 

令和 〇年 〇〇月 〇〇日 

保護者  住所 高島市新旭町５６５番地       

続  柄  父  氏 名  高 島  太 郎            

この誓約書は、自営業就労する保護者１人につき１枚必要です。 

父母ともに自営業就労をしている場合は、それぞれ１枚誓約書を自署してください。 
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宛

証明日 年 月 日

― ―

― ―

下記の内容について、事実であることを証明いたします。

※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。

No.

☑ 農業・林業 □ 漁業 □ 鉱業・採石業・砂利採取業 □ 建設業 □ 製造業 □ 電気・ガス・熱供給・水道業

□ 情報通信業 □ 運輸業・郵便業 □ 卸売業・小売業 □ 金融業・保険業 □ 不動産業・物品賃貸業

□ 学術研究・専門・技術サービス □ 宿泊業・飲食サービス業 □ 生活関連サービス業・娯楽業 □ 医療・福祉

□ 教育・学習支援業 □ 複合サービス事業 □ 公務 □ その他（ ）

年 1 月 1 日

3 □ 無期 ☑ 有期 年 4 月 1 日 ～ 年 3 月 31 日

□ 正社員 □ パート・アルバイト □ 派遣社員 □ 契約社員 □ 会計年度任用職員 □ 非常勤・臨時職員 □ 役員

□ 自営業主 □ 自営業専従者 □ 家族従業者 □ 内職 □ 業務委託 □ その他( )

月 火 水 木 金 土 日

☑ ☑ ☑ ☑ ☑ □ □

日 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

☑ 月間 □ 週間 分 （うち休憩時間 分）

☑ 月間 □ 週間

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

年 月 年 月 年 月

☑ 取得予定 □ 取得中

年 月 日 年 月 日

☑ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み

年 1 月 1 日 ～ 年 11 月 1 日

□ 取得予定 □ 取得中 □ 取得済み □ 介護休業 □ 病休 □ その他（ ）

年 月 日 ～ 年 月 日

11 ☑ 復職予定 □ 復職済み 年 月 日

☑ 取得予定 □ 取得中 年 11 月 2 日 ～ 年 11 月 1 日

時 分 ～ 時 分 （うち休憩時間 分）

13 □ 有 □ 有（予定） ☑ 無

14 □ 有 ☑ 有（予定） □ 無 □ 未定

15 ☑ 可 □ 可（予定） □ 否

16 ☑ 可 □ 可（予定） □ 否

17 年 月 日 年 月 日

18

年 5 月 日

年 11 月 日

年 月 日

高島市役所　子ども未来部　幼児保育課　0740-25-8037

利用中 □ 申込中（第一希望）

19 保護者記載欄

利用中☑ □ 申込中（第一希望）

□ 利用中 ☑

施設名

〇〇こども園

施設名

○○こども園

施設名

申込中（第一希望）

□

生年月日

生年月日

備考欄

児童名

育休延長可否

生年月日

12025

2022 5〇〇　〇〇

児童名

〇〇　〇〇

児童名

保育士等としての勤務実態
の有無

（雇用契約の）満了後の
更新の有無

主な就労時間帯
・シフト時間帯

9 0 15 0 記載不要

入所内定時育休短縮可否

単身赴任期間（予定含む） ～

復職（予定）年月日 2026 11 2

12
育児のための短時間
勤務制度利用有無

※取得予定を含む

期間 2026

7
就労実績

※日数に有給休暇を含み、

時間数に休憩・残業時間を含む

10
産休・育休以外の休業の

取得

理由

期間

31

9 育児休業の取得
※取得予定を含む 期間 2025 2026

8 産前･産後休業の取得
※取得予定を含む 期間 2025 10 1 ～ 2025 12

2025 7 年月 2025

記載不要

8

20 日／月 160.00 時間／月 20

年月 2025 6 年月

時間／月日／月 160.00 時間／月 20 日／月 160.00

就労日数 20 日

主な就労時間帯
・シフト時間帯 9 0 17 0

9 0 17 0 記載不要

就労時間
(変則就労の場合)

合計時間 160 時間 0 記載不要

日祝

土曜

（うち休憩時間 記載不要分）

滋賀県高島市新旭町〇〇番地

5 雇用の形態

6

就労時間
(固定就労の場合)

祝日 合計
時間 月間 160

□

一月当たりの就労日数 月間 20 一週当たりの就労日数 週間

時間 0 分

5

平日

雇用(予定)期間等 期間
 （無期の場合は雇用開始日のみ）

2025

4 本人就労先事業所
名称 〇〇〇〇株式会社

住所

2
フリガナ タカシマ　ハナコ

本人氏名 高島　花子  生年月日 1995

2026

項目 記載欄

1 業種

記載者連絡先 〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇 〇〇〇〇

〇〇〇〇

2027

就労証明書
高島市長

西暦 9 9

事業所名 〇〇〇〇株式会社

2025

電話番号 〇〇〇〇

担当者名 〇〇　〇〇

代表者名 〇〇　〇〇

所在地 滋賀県高島市新旭町〇〇番地

この書類は、

保護者の就労先の事業所に記載をしてもらってください。

保護者自身での記載・作成はしないでください。
※本証明書の内容について、就労先事業者等に無断で作成し又は改変を行ったときには、

刑法上の罪に問われる場合があります。

※記入漏れや不明な点等がある場合は、高島市から担当者に問い合

わせることがあります。

雇用期間が有期の場合、NO.14に更新の有無についてチェック

してください。

育児休業取得（予定）の場合、NO15に入園の内定があ

れば育児休業を短縮して、入園月内に復帰できるか否

か記載してください。

また、NO16に入園保留になった場合、育児休業が延長

可能であるか否か記載してください。

事業所の皆様へ

お忙しいところ申し訳ございませんが、証明書の記載をお願い

します。不明な点等ございましたら、下記連絡先までご連絡くだ

さい。

また、高島市のホームページにてExcel版をダウンロードしてい

ただくことも可能です。

この欄は保護者が記載してください。
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就労 ・ 介護 ・ 看護 ・ （    ）スケジュール表
月 火 水 木 ⾦ 土 日

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

合計0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間 0時間

合計*4週＝ 0時間/月

【その他のスケジュール等】
例︓第３月曜日は病院の付き添いがある、⽕曜日は20︓00〜6︓00まで夜勤など
 職場１は〇〇株式会社、職場２は××株式会社

※ケアプラン（１週間の計画表）などがある場合はそちらの提出でも代⽤できます。
保護者氏名  ●● ●●
児童氏名   ●● △△

打
ち
合
わ
せ

（
職
場
１
）

休
憩

終
日
休
み

終
日
休
み

打
ち
合
わ
せ

（
職
場
２
）

現
場
作
業
（
職
場
１
）

事
務
作
業
（
職
場
１
）

報
告
書
作
成

（
職
場
２
）

打
ち
合
わ
せ

（
職
場
１
）

打
ち
合
わ
せ

（
職
場
２
）

休
憩

打
ち
合
わ
せ

（
職
場
１
）

事
務
作
業

（
職
場
２
）

休
憩

【記入上の注意点】
１：記載事項に整合性がない場合や、虚偽がある場合、保育を必要とする事由に該当しないと

認められる場合は希望する認定が受けられません。
２：保護者の就労状況等を確認するための重要な資料となりますので、１週間の状況を詳細に

記入してください。
３：移動時間は就労等の時間に含みません。また、就労等の場所も記入してください。

この欄は幼児保育課職員が使用しますので記載不要です。
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就労に関する誓約書（保育士・介護職員・看護師） 

 
⾼島市⻑ 宛          

私は、⾼島市の認定こども園等の利用調整にあたり、保育士※１または介護職員※２、看護師※3 とし
て勤務することを条件に優先的に取り扱われることを希望するため、本誓約書を提出します  

        令和○○年○○月○○日 
 

  保護者住所 ⾼島市新旭町北畑 565 番地
        

保護者署名  ⾼島 太郎                                
            

児童氏名 児童生年月日 
⾼島 二郎 令和○○年○○月○○日 
⾼島 三郎 令和○○年○○月○○日 

    年   月   日 
 
以下の内容に誓約・同意します。         
１．認定こども園等利用開始から１年以上、下記就労（予定）先・就労開始日のとおり就労します。 
２．就労（予定）先を退職（内定取消を含む）した場合は、１か月以内に保育所等（県内）・介護施設（市

内）・病院等（市内）で就労します。        
３．上記事項を満たさない場合は、退園または入所取消となっても異議を申し立てません。 
          

就労（予定）先          

施設・事業所名   子育てこども保育園 
         

就労開始日      

平成○○年○○月○○日から就労開始（予定）    

【注意事項】           
※１ 県内の保育所等待機児童の解消に寄与する施設で就労している、または就労する予定の保育士、幼稚園教諭、保育

教諭または看護師である。   

※２ 市内の介護施設サービス事業所等で就労している正規介護職員に限る。（事務職、理学療法士等は対象外です。） 

・就労証明書を併せてご提出ください。（記載内容に虚偽があった場合は、認定こども園等の利用を取消すことがありま

す。） 

※３ 市内の病院等で就労している正規看護師に限る。（事務職、理学療法士等は対象外です。） 

・就労状況が変更となることがやむを得ない事情による場合には、個別の状況により判断します。 
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求職活動に関する誓約書 
（宛先）高島市長 

下記児童について教育・保育給付認定を申請するにあたり、現在求職活動中または求職活動予

定のため、事業従事の証明書を提出できません。つきましては、下記のとおり誓約し、求職活動

のため教育・保育給付認定の申請をします。 

 

児 童 氏 名 
 

〇〇  〇〇 

生 年 月 日 令和  〇年 〇月 〇日 

利用開始希望日  令和 〇年  〇月 〇日 

 

以下の項目について確認（☑）し、記名してください。 

 

☑ 利用希望開始月より３か月以内に就労し、令和〇年〇〇月〇〇日迄に就労証明書を提出いた

します。 

 

☑ 求職活動での教育・保育認定については、年度内に一度しか認定できないことを確認済みで

す。 

 

☑ 上記期限までに就労できず、他の保育を必要とする理由にも該当しない場合には、その月の

末日までに認定こども園等の施設を退園し、教育・保育認定を取り下げます。 

 

☑ 求職活動の事実が確認できない場合、入園決定を取り消されても異議を申し立てません。 

 

以上の点について、すべて確認のうえ、了承しました。 

 

令和  〇年 〇〇月 〇〇日 

 

保護者  住所  高島市新旭町○○番地      

 

続柄 父 氏名  高島 太郎           
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 記入例（1 号認定・2 号認定・3 号認定 申請者） 
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様式第６号 

 

特定教育施設・保育施設等 退園届 

 

令和○○年○○月○○日 

 

  高島市福祉事務所長 

 

                   保護者 住所 高島市新旭町北畑５６５番地 

                       氏名 高島 太郎      

 

 

 下記のとおり、児童を退園させたいので届け出ます。 

入 園 児 童 

の 氏 名 
高島 二郎 

生 年 月 日 令和○年○月○○日 

利 用 施 設 

の 名 称 
子育てこども園 

退 園 年 月 日 令和○年○○月○○日 

退 園 理 由 △△市へ引越しをするため 

 

 記入例（1 号認定・2 号認定・3 号認定 申請者） 
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 高

島
市

内
　
認

定
こ
ど
も
園

等
サ
ー

ビ
ス
一
覧

表
（内

容
に
つ
い
て
は

、
各

園
に
直

接
お
問

い
合

わ
せ

くだ
さ
い
。
）

幼 稚 園

今 津

私 立 ③

　
学

校
法

人
恵

の
園

　
今

津
幼

稚
園

15
15

8：
30

～
14

：3
0

－
－

○
未

定
○

－
○

小 規 模

保 育

事 業 所

安 曇 川

私 立 ⑤
　
は
こ
ぶ
ね

保
育

園
ひ
か
りの

12
12

生
後
6カ

月
～

満
３
歳

に
な
る
年
度

8：
30

～
16

：3
0

8：
30

～
16

：3
0

－
－

－
－

家 庭 的

保 育

事 業 所

今 津

私 立 ④
　
家

庭
的

保
育

園
Ｐ
ｅｅ

ｋ-
ａ-

ｂｏ
ｏ

5
5

生
後
6カ

月
～

満
３
歳

に
な
る
年
度

8：
30

～
16

：3
0

－
－

○
－

（注
１
）

○

家 庭 的

保 育

事 業 所

新 旭

私 立 ⑨

　
家

庭
的

保
育

園
Ｐ
ｅｅ

ｋ-
ａ-

ｂｏ
ｏ

　
新

旭
5

5

生
後
6カ

月
～

満
３
歳

に
な
る
年
度

8：
30

～
16

：3
0

－
－

○
－

（注
１
）

○

公 立 ①
　
高

島
市

立
マ
キ
ノ東

こ
ど
も
園

8
22

10
40

生
後
6カ

月
～

小
学
校

就
学

前
8：

00
～

16
：3

0
－

－
○

○
7：

30
～
19

：0
0

7：
30

～
19

：0
0

○
○

○
○

公 立 ②
　
高

島
市

立
マ
キ
ノ西

こ
ど
も
園

15
30

15
60

生
後
6カ

月
～

小
学
校

就
学

前
8：

00
～

16
：3

0
－

－
○

○
7：

30
～
19

：0
0

7：
30

～
19

：0
0

○
○

○
○

私 立 ①

　
社

会
福

祉
法

人
近

江
愛

隣
会

　
愛

隣
こ
ど
も
園

15
55

25
95

生
後
6カ

月
～

小
学
校

就
学

前
7：

30
～

19
：0

0
－

○
○

○
7：

30
～
19

：0
0

7：
30

～
18

：3
0

○
○

○
○

私 立 ②

　
社

会
福

祉
法

人
の
ぞ
み

会
　
な
な

い
ろ
こ
ど
も
園

15
90

40
14

5
生

後
6カ

月
～

小
学
校

就
学

前
7：

30
～

19
：0

0
－

○
○

○
7：

30
～
19

：0
0

7：
30

～
18

：3
0

○
○

○
○

朽 木

公 立 ③
　
高

島
市

立
朽

木
こ
ど
も
園

10
20

10
40

生
後
6カ

月
～

小
学
校

就
学

前
8：

00
～

16
：3

0
－

－
○

○
7：

30
～
19

：0
0

7：
30

～
19

：0
0

○
○

○
○

※
私

立
④

家
庭
的

保
育

園
Ｐ
ｅｅ

ｋ-
ａ-

ｂｏ
ｏ
、
⑨

家
庭
的
保

育
園

Ｐ
ｅｅ

ｋ-
ａ-

ｂｏ
ｏ新

旭
お
よ
び
⑤

は
こ
ぶ

ね
保
育

園
ひ
か
りの

は
短

時
間
認

定
（保

育
の
必

要
量

）の
み

で
す
の
で
ご
注
意

くだ
さ
い
。

一
時

預
か
り

（一
般
型

）
開

所
時

間
一
時

預
か
り

（幼
稚
園

型
）

開
所
時

間

延
長
保

育

1号
認

定
（教

育
標

準
時

間
認

定
）

2・
3号

認
定
（保

育
認
定

）

障
が
い
児

保
育

通
園
バ
ス

土
曜

平
日

（注
１
）在

園
児

数
が
利
用

定
員

満
た
な
い
場

合
の
み

利
用

が
で
き
る
、
余
裕

活
用
型
一

時
預

か
り事

業
で
す
。

平
日

土
曜

朝
昼

地 域

Ｍ ａ ｐ

施
　
設
　
名

利
用

定
員

（令
和

7年
4月

1日
現

在
）

受
入

年
齢

（2
・3

号
認
定

）

1号
2号

3号
合
計

認 定 こ ど も 園

マ キ ノ 今 津

夏
季

区 分
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私 立 ⑥

　
社

会
福
祉

法
人

は
こ
ぶ

ね
会

　
安

曇
川

は
こ
ぶ

ね
保

育
園

1
5

9
0

5
0

15
5

生
後

6
カ
月

～
小

学
校
就

学
前

7
：3

0
～

19
：0

0
－

○
○

○
7
：3

0
～

19
：0

0
7
：3

0
～

18
：3

0
○

○
○

○

私 立 ⑦

　
学

校
法
人

安
曇

川
学

園
　
中

央
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル

こ
ど
も
園

3
5

5
9

2
6

12
0

生
後

6
カ
月

～
小

学
校
就

学
前

8
：3

0
～

17
：3

0
－

○
○

○
7
：3

0
～

19
：0

0
7
：3

0
～

18
：3

0
○

○
○

－

私 立 ⑧

　
学

校
法
人

藤
波

学
園

　
藤

波
こ
ど
も
園

3
5

4
0

2
0

9
5

生
後

6
カ
月

～
小

学
校
就

学
前

8
：0

0
～

17
：3

0
－

○
○

○
7
：3

0
～

19
：0

0
7
：3

0
～

18
：3

0
○

○
○

－

私 立 ⑨

　
社

会
福
祉

法
人

慈
光

会
　
し
ろ
ふ

じ
保

育
園

1
5

5
0

3
0

9
5

生
後

6
カ
月

～
小

学
校
就

学
前

7
：3

0
～

19
：0

0
－

○
○

○
7
：3

0
～

19
：0

0
7
：3

0
～

18
：3

0
○

○
○

○

公 立 ④
　
高

島
市
立

高
島

こ
ど
も
園

1
5

4
0

1
5

7
0

生
後

6
カ
月

～
小

学
校
就

学
前

8
：0

0
～

16
：3

0
－

－
○

○
7
：3

0
～

19
：0

0
7
：3

0
～

19
：0

0
○

○
○

○

公 立 ⑤
　
高

島
市
立

大
師

山
さ
くら

園
5
0

10
0

4
5

19
5

生
後

6
カ
月

～
小

学
校
就

学
前

8
：0

0
～

16
：3

0
－

－
○

○
7
：3

0
～

19
：0

0
7
：3

0
～

19
：0

0
○

○
○

○

公 立 ⑥
　
高

島
市
立

静
里

な
の
は
な
園

4
0

8
5

4
5

17
0

生
後

6
カ
月

～
小

学
校
就

学
前

8
：0

0
～

16
：3

0
－

－
○

○
7
：3

0
～

19
：0

0
7
：3

0
～

19
：0

0
○

○
○

○

※
通

園
バ

ス
の
運

行
は

、
一
部
対

象
に
な

ら
な

い
地

域
が

あ
り
ま
す

の
で
、
詳

細
に
つ
い
て
は
各

園
に
直

接
お
問

い
合

せ
くだ

さ
い
。

※
今
津

東
保
育

園
と
古

賀
保
育

園
は
、
令
和

8年
3月

31
日

に
閉

園
し
ま
す
。

※
マ
キ
ノ
東

こ
ど
も
園

と
マ
キ
ノ
西

こ
ど
も
園

は
令

和
9年

4月
1日

に
統

合
し
ま
す
。

※
公
立

園
の
土
曜

保
育

は
共

同
保

育
を
行

っ
て
い
ま
す
。

〇
マ
キ
ノ
東

こ
ど
も
園

・マ
キ
ノ
西

こ
ど
も
園

の
児

童
・・

・・
・マ

キ
ノ
西

こ
ど
も
園

で
実

施
　
　
　

〇
高

島
こ
ど
も
園

・静
里

な
の
は
な
園

の
児

童
・・

・・
・静

里
な
の
は
な
園

で
実

施
　
　
　
〇

朽
木

こ
ど
も
園

・大
師

山
さ
くら

園
の
児

童
・・

・・
・大

師
山

さ
くら

園
で
実

施

土
曜

認 定 こ ど も 園

安 曇 川 高 島 新 旭

1
号

2
号

3
号

合
計

受
入
年

齢
（2

・3
号

認
定

）

区 分

地 域

Ｍ ａ ｐ

施
　
設

　
名

利
用
定

員
（令

和
7
年

4
月

1
日
現

在
）

一
時

預
か
り

（一
般

型
）

開
所

時
間

一
時

預
か
り

（幼
稚

園
型

）
開

所
時

間

延
長

保
育

平
日

1
号
認

定
（教

育
標

準
時

間
認

定
）

2
・3

号
認

定
（保

育
認

定
）

障
が
い
児

保
育

通
園

バ
ス

土
曜

朝
昼

夏
季

平
日
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高島市内 認定こども園等位置図            

マキノ地域 

今津地域 

新旭地域 朽⽊地域 

安曇川地域 

⾼島地域 

私立園

　①愛隣こども園（幼保連携型認定こども園）

　②なないろこども園（幼保連携型認定こども園）

　③今津幼稚園（幼稚園）

　④家庭的保育園Peek-a-boo（家庭的保育事業所）

　⑤はこぶね保育園ひかりの（小規模保育事業所）

　⑥安曇川はこぶね保育園（幼保連携型認定こども園）

　⑦中央ユニバーサルこども園（幼保連携型認定こども園）

　⑧藤波こども園（幼保連携型認定こども園）

高島地域 　⑨しろふじ保育園（幼保連携型認定こども園）

新旭地域 　⑩家庭的保育園Peek-a-boo新旭（家庭的保育事業所）

公立園

　①マキノ東こども園（保育所型認定こども園）

　②マキノ西こども園（保育所型認定こども園）

 朽木地域 　③朽木こども園（保育所型認定こども園）

高島地域 　④高島こども園（保育所型認定こども園）

　⑤大師山さくら園（保育所型認定こども園）

　⑥静里なのはな園（保育所型認定こども園）

今津地域

安曇川地域

マキノ地域

新旭地域
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【公⽴②】マキノ⻄こども園

【公⽴①】マキノ東こども園

マキノ支所

0000000000 1km1km1km1km1km1km1km1km1km1km

今津支所

マ
キ
ノ
駅

近
江
今
津
駅

マ
キ
ノ
地
域

拡
大
図

今
津
地
域

拡
大
図

【私⽴②】なないろこども園

【私⽴①】愛隣こども園

【私⽴③】今津幼稚園

【私⽴④】家庭的保育園Peek-a-boo
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0

0000000000 3km3km3km3km3km3km3km3km3km3km

朽木支所

朽
木
地
域

拡
大
図

安
曇
川
地
域

拡
大
図

0000000000 1km1km1km1km1km1km1km1km1km1km

安曇川支所

【私⽴⑧】藤波こども園

【公立③】朽木こども園

【私⽴⑤】はこぶね保育園ひかりの
【私⽴⑥】安曇川はこぶね保育園

【私⽴⑦】中央ユニバーサルこども園

安
曇
川
駅
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0000000000 1km1km1km1km1km1km1km1km1km1km

0000000000 1km1km1km1km1km1km1km1km1km1km

【公⽴⑥】静⾥なのはな園

高島支所

高島市役所

新
旭
駅

高
島
地
域

拡
大
図

新
旭
地
域

拡
大
図

【公⽴④】⾼島こども園

【私⽴⑨】しろふじ保育園

【公⽴⑤】⼤師⼭さくら園

【私⽴⑩】家庭的保育園Peek-a-boo新旭
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※記載内容は変更されることがあります。防衛省の特定防衛施設周辺整備調整交付⾦を活⽤し、公⽴園の運営を⾏っています。 
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よくある質問 

Ｑ 「就労証明書」等の書類は、幼児保育課まで行かないともらえませんか。 

Ａ 書類については、幼児保育課の窓口以外に高島市ホームページからダウンロードできます。 

Ｑ 申込児童が２人以上いる場合、保育の必要性が確認できる書類は児童全員分必要ですか。 

Ａ 原本は１枚で結構です。コピーをご用意いただき、それぞれの申請書に添付してください。 

Ｑ 申し込みについて、住民票は別世帯となっている祖父母も世帯構成員として記入が必要ですか。 

Ａ 住民票は別であっても、同居していれば記入が必要です。 

また、申し込みの際には、祖父母のマイナンバーも持参してください（コピー可）。 

Ｑ ３号認定で申し込みを行う予定ですが、第１希望の施設の受付日に行けません。 

Ａ 都合がつかない場合は、他の受付日でも申し込みをすることができます。 

Ｑ 申し込みには子どもを連れて行ってもいいですか。 

Ａ 児童の同席は可能です。 

Ｑ 求職中でも申し込みはできますか。 

Ａ 申し込みは可能です。 

施設利用が決まった場合、認定期間中（最長３か月）以内に就労し、認定期間終了月の１０日までに必要書

類を幼児保育課に提出してください（Ｐ１８参照）。 

Ｑ 求職活動を理由に申し込みしましたが、利用調整の結果が出る前に就労が決まりました。利用調整にかかる

指数は就労で調整されますか。 

Ａ 受付期間後の変更は行いません。受付した内容で利用調整を行います。 

Ｑ 育児休業中でも認定こども園等の申し込みはできますか。 

Ａ 育児休業取得中に、すでに保育施設を利用している子どもがいて継続利用が必要であれば、育児休業の対象

となる児童が１歳に達する月の月末までは保育認定を受けることができます（妊娠・出産を事由に新規入園

をされた場合は除く）。 

新規入園を希望の場合は、年度内に育児休業から職場復帰を予定されている場合に受付をしています。 

Ｑ 育児休業明けで１歳児を４月から申し込む予定です。ならし保育の期間が職場復帰月にとれないときは前月

から申し込みできるとありますが、３月から利用できますか。 

Ａ ３月が前年度になるため、前月からの利用を希望する場合は、令和７年度中の随時申込が必要です。 

 

 

Ｑ 入園決定後に入園月を当初から変更したい場合はどうすればいいですか。 

Ａ 入園決定後の入園月の変更は、原則としてできません。変更する場合は、入園決定を辞退し、再度申請をして

いただく必要があります。希望どおりにならないこともありますのでご了承ください。（P１６参照） 
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Ｑ 令和７年度に申し込みをしましたが、入所保留となりました。令和８年４月利用のために再度申し込みが必

要ですか。 

Ａ 令和８年度の認定申請と利用申し込みが必要です。 

Ｑ 認定こども園（保育園部）等へ途中入園（５月以降）するには申し込みはどうすればいいですか。 

Ａ 一斉申込で申し込みできます。当該年度中に申し込みをする場合は、一斉申込終了後に随時申込を受付して

います（Ｐ２１参照）。 

Ｑ 申し込み前に認定こども園等の見学は可能ですか。 

Ａ 可能です。事前に施設へ連絡の上、できる限り申込児童と一緒に見学していただくことをお勧めします。保

育の特色や開所時間内に送迎可能か等をご確認ください。 

Ｑ 第３希望まで申し込みをしましたが、どのように利用調整されるのですか。また、１つの施設だけの希望の

場合、優先されるのでしょうか。 

Ａ 利用調整にかかる指数表に基づいて施設の利用調整を行い、複数の施設で利用が可能になった場合は、希望

順位が一番高い施設を決定（内定）とします。 

なお、第１希望のみの申し込みによる優先的な取扱いはありません。 

Ｑ 第２希望より第１希望の施設の方が入園しやすいですか。 

Ａ 利用調整はＰ１４～１５の基準に基づき、保護者の就労時間等を指数化し、この指数の高い児童から順に利

用施設の決定を行います。 

  よって、第２希望であっても、第１希望の児童より指数が高ければ、第２希望の児童が利用決定となります

ので、利用されたい順番で利用希望施設をご記入ください。 

  なお、利用希望施設以外は、空き定員があっても利用調整の対象外となります。 

Ｑ 兄弟・姉妹同時の申し込みですが、同じ施設を利用できますか。 

Ａ 利用調整において調整区分で兄弟・姉妹は優先されますが、調整の結果、必ずしも空き状況等により、同じ施

設の利用にならない場合や、入園保留となる場合があります。 

Ｑ 利用調整の結果、第３希望の施設に決定（内定）しました。第１希望の施設に空きが出たら転園できますか。 

Ａ 転園できません。 

複数の施設に利用申し込みをしていて、いずれかの施設で決定（内定）となった場合は、他施設への申請の

効力はなくなります。 

利用が決定（内定）した施設以外を希望する場合は、入園を辞退し改めて申し込みをしてください。 

Ｑ 求職活動を理由に申し込みしましたが、保留になりました。今後、就職が内定した場合、どうすればいいで

すか。 

Ａ 申し込み後に就労状況、世帯状況が変わった場合は、必ず幼児保育課に変更申請を行うとともに必要書類を

提出してください。 

直近の利用調整時から適用します。利用調整は毎月行います。 
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Ｑ 求職活動（保育短時間）で申し込みして、入園が決定（内定）しました。その後、就労が決まったのですが、

保育の必要量を保育短時間から保育標準時間に変更できますか。 

Ａ 幼児保育課にご相談ください。 

状況によっては希望どおりにはならないこともありますのでご了承ください。 

Ｑ 求職活動の認定期間中に仕事が決まらなかった場合はどうなりますか。 

Ａ 認定期間の延長はおこないません。 

保育の必要性がない場合は退園となります。 

Ｑ 残業が多い場合、残業時間を考慮して保育の必要量の認定や利用調整はされますか。 

Ａ 保育の必要量の認定や利用調整上の指数は、労働契約（就業規則）上の就労時間と休憩時間の合計を基に算

定しています。 

残業時間は、日や月によって変動が生じることがあるため、残業時間を除いた就労証明書を提出してくださ

い。 

Ｑ 保護者自身が会社経営をしており、その法人（保護者自身が経営する会社）から給料をもらっている場合は、

保育の必要性が確認できる書類として、事業主であることがわかる書類の写しも提出が必要ですか。 

Ａ 事業主であることがわかる株式会社や有限会社等の法人組織から給与を受け取っている場合は、就労証明書

を提出してください。 

なお、個人経営の場合は、確定申告書の写し等公的証明書の写しを提出してください。 

Ｑ 必要書類の診断書に市指定の様式はありますか。 

Ａ 診断書については、特に市の定めた様式はありません。 

ただし、保育の必要性を認定するために家庭で児童が保育できない旨が明記された診断書が必要です（Ｐ９

参照）。 

Ｑ 市外からの転入予定で申し込みを行います。スケジュール（Ｐ１３参照）はわかりましたが、他に手続きが

必要ですか。 

Ａ 市内在住者の方と同様に申し込みをしてください。 

なお、他市町村から転入予定の方は、利用希望開始月の前月の末日までに高島市に住民登録を行うと誓約す

る旨を転入に関する誓約書に記入し、必要書類と併せて提出してください。 

 

 

Ｑ 高島市外の認定こども園等への申し込みを行いたいのですがどうすればいいですか。 

Ａ 高島市に住民登録を置いたまま市外の認定こども園等に申し込みを行う場合は、高島市幼児保育課の窓口で

申し込みを行ってください。 

その際には、あらかじめ希望先の市区町村に締切日や必要書類をご確認の上、締め切りに間に合うよう余裕

を持って手続きをしてください。 

※申し込み市町村での書類確認や、郵送期間もあるので早めにお手続きください。 

Ｑ 仕事を辞めましたが、３号認定を受けて施設を利用している場合、退園しなければなりませんか。 



 

- 59 - 

Ａ 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、退園していただきます。必ず、幼児保育課までご連絡く

ださい。ただし、仕事を辞めても「次の仕事を探す」という場合は、最長３か月間、引き続き利用可能です。

この場合も、認定変更手続きが必要になるので幼児保育課までご連絡ください。 

所定の期日までに新しい勤務先の「就労証明書」を添付して認定変更の手続きがあった場合は、その後も利

用できます。期日までに書類の提出ができない場合は退園になります。 

Ｑ 認定こども園において１号認定で入園しましたが、仕事を始めたため、年度の途中から２号認定での保育を

希望することは可能ですか。 

Ａ 保護者の就労状況が変化しても、利用定員に空きがある場合等、施設の状況に応じて２号認定での保育が可

能となります。利用施設に変更が可能であるか確認してください。 

なお、定員超過の場合等、希望に添えない場合があります。 

また、２号認定での保育を希望される場合は、あらためて幼児保育課に認定変更の申請をしていただく必要

があります。 

Ｑ 第１子が現在、育児休業を理由に通園しています。第２子を４月から育児休業明けの就労で利用申し込みを

するとき、上の子も併せて書類の提出が必要になりますか。 

Ａ 第１子の児童については、保育の必要な事由を「育児休業」から「就労」へ変更しますので、職場復帰後の就

労条件を証明した「就労証明書」と併せて必要書類を幼児保育課に提出してください。 

Ｑ 転職、市内の転居、結婚、離婚等がありました。届出は必要ですか。 

Ａ 転職された場合は「就労証明書」と「教育・保育給付認定申請内容変更届」（保育の必要量や認定期間が変わ

る場合は、「教育・保育給付認定変更申請書」も必要）を、市内の転居の場合は「教育・保育給付認定申請内

容変更届」の提出を幼児保育課までお願いします。世帯員の変更も伴う転居の場合は、「教育・保育給付認定

変更申請書」も併せて提出してください。 

結婚・離婚された場合は「教育・保育給付認定変更申請書」の提出が必要です。また、ひとり親家庭、生活保

護受給世帯、在宅障がい者のいる世帯に該当・非該当となった場合にも「教育・保育給付認定変更申請書」

の提出が必要です。 

Ｑ 認定こども園等を退園するときは、届出は必要ですか。 

Ａ 保育の実施期間の途中で退園する場合は、必ず退園月の末日までに「退園届」を幼児保育課に提出してくだ

さい。（私立園を利用の方は、私立園に提出してください。） 

なお、保育の実施期間満了（卒園等）の場合は、届出は不要です。 

Ｑ 認定された時間を超えて、子どもを預けることはできますか。また、そのような場合、保育料はどのように

なりますか。 

Ａ 一部園で可能です。その場合、延長保育料を負担していただきます。公立園は P２０をご確認ください。私

立園は各園にお問い合わせください。また、市内には延長保育を実施していない園もあります。事前に各園

にお問い合わせください。 

Ｑ 一時預かり事業（一般型）の利用は、幼児保育課を通して申し込みをするのですか。 

Ａ 公立園・私立園とも直接施設へお問い合わせください。 
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Ｑ 毎月の利用者負担額（保育料）以外に費用は必要ですか。 

Ａ 園生活を送るにあたり、実費徴収が掛かる場合があります。令和７年９月現在の情報で、園概要（Ｐ４０～５

５参照）に主な購入物や経費を載せていますので参考にしてください。また、その後の変更により、園概要に

記載されていない実費徴収が掛かる場合がありますので、施設に問い合わせするなどしてご確認ください。 

Ｑ ステップ保育（ならし保育）はいつからですか。また、期間はどの程度ですか。 

Ａ ステップ保育の期間は、おおむね一週間程度ですが、児童の年齢や施設によって異なる場合がありますので、

事前に希望の施設に確認してください。ただし、原則入園日以前にステップ保育を行うことはできません。 

 

Q どんな場合、退園になりますか。 

A 保育の必要事由の確認ができない場合等は退園になります。 

  （ 例 ） 

・求職活動で申し込みをしたが所定の期日までに就労先が決まらなかった場合 

・認定期間が満了する場合、所定の期日の更新を行わなかった場合 

・現況届等で保育必要事由の確認ができない場合 

・妊娠・出産での新規認定で入園し、認定期間（P１８～１９参照）が満了した場合 

・申請内容と事実が異なる場合、虚偽の申請をした場合 

・入園後に児童の病気や、保護者の里帰り出産等で１か月以上通園できない場合 など 

 

認定を受けた後は期間を確認し、期日までに更新手続きをしてください。 

就労証明書の取得などは事業所によって時間がかかる場合があります。期間に余裕をもって手続きをしてく

ださい。 
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